
①後期高齢者医療限度額適用・標準

負担額減額認定証（令和７年７月 31

日まで。以降は廃止となります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の方は接種を受ける際に下記の証明書のいずれか 1つ（写しでも可）を医療機関に提示するこ

とで自己負担が免除されます。なお、接種後に掲示した場合は免除が受けられない場合がありま

すので事前にご準備ください。 

 

 

②介護保険負担限度額認定証 

（有効期限内のもの） 

 

⇒①②をお持ちでない方は 

市役所１階税務課窓口 で 

市県民税非課税証明書 を 

取得してください 

生活保護世帯に属する方 

  

・診療依頼証（有効期限内のもの） 

⇒診療依頼証をお持ちでない方は 

市役所２階社会福祉課窓口 で 

生活保護受給証明書 を 

取得してください 

 

 

今年度の市県民税が非課税世帯に属する方 

お問い合わせ先 日田市健康保険課感染症対策係 ☎ 0973-22-8243 

令和７年７月 31日まで 


